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『肝機能障害の身体障害認定基準の変更 肝硬変患者

に恩恵！』

 

肝臓川柳 

 

肝硬変 恩恵拡大 おっけるの(福井弁：いただける) 』  

         （おっける…おっける…おんける…おんける…おんけい…恩恵） 

          ･････････････････････････････ノノノノノノ 

 

肝機能障害患者の身体障害者認定基準が、平成 28年 4 月より大きく変更しました。  

これまで身体障害者手帳を交付出来る対象患者は、 

肝硬変患者の中でも肝予備能がきわめて悪い方（チャイルド・ピュー分類 C）に 

限られていたのですが、分類 Bおよび Cに拡大しました。  

また、障害 1級、2 級の要件も緩和されました。 

障害認定を受けると様々なメリットがあります。 

 ① 保険医療費は疾患を問わず全額還付（実質負担ゼロ）  ※所得制限あり    

 ② 税金の軽減  

 ③ 交通機関料金・施設利用料・携帯電話料金などの割引 など  

 



肝トピックス 87 

 

 

 

感覚的には、肝硬変の中でも症状が強く肝機能が悪くきわめて重症な方のみが 

対象だったのが、症状がなくて肝機能が悪い方も対象となっています。  

申請手続きの窓口は市町役場です。  

国を挙げて肝硬変患者さんに様々な恩恵を与える方針となってきましたので、 

当てはまる可能性がある方は是非ご相談下さい。 

  

  当院では、よろず相談外来(2260)or肝疾患相談支援室(2263)  お気軽に！ 

 

肝臓機能障害患者の身体障害者認定基準が大きく変更しました。  

障害認定を受けると様々なメリットがあります。国を挙げて肝硬変患者さんの負担軽減に  

取り組んでいますので、当てはまる可能性がある方は是非ご相談ください 。 

(文：福井県肝疾患診療連携拠点病院運営委員会  野ツ俣 和夫) 


